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令和 6年度

桜井市一般会計予算



議案第 1号

令和6年度桜井市一般会計予算

令和6年度桜井市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28,456,00G千円と定める。

2歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第2条地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間

及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

（地方債）

第3条地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

（一時借入金）

第4条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 4,000,000

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第5条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6年 3月 6日提出

桜井市長 杉と井正剛
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第 ー 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

l市 税 5,976,226 

1市 民 税 2,450,935 

2固 定 資 産 税 2,524,641 

3軽 自 動 車 税 190,862 

4市 た ば つ 税 365,209 
‘ 

5都 市 計 画 税 444,579 

2地 方 譲 与 税 190,924 

1地 方 揮 発 油 譲 与 税 36,000 

2自 動 車 重 量 譲 与 税 119,000 

3森 林 環 境 譲 与 税 35,924 

3利 子 割 交 付 金 2,000 

1利 子 割 交 付 金 2,000 

4配 当 割 父， 付 金 76,000 

1配 当 割 交 付 金 76,000 

5株式等譲渡所得割交付金 80,000 

1株式等譲渡所得割交付金 80,000 

6法 人 事 業 税 交 付 金 58,000 

1法 人 事 業 税 交 付 金 58,000 

7地 方 消 費 税 交 付 金 1,131,000 

1地 方 消 費 税 交 付 金 1,131,000 

8ゴルフ場利用税交付金 11,000 

1ゴルフ場利用税交付金 11,000 

9環 境 性 能 割 交 付 金 26,000 

1環 境 性 能 割 六又 付 金 26,000 

10地 方 特 例 交 付 金 280,000 

1地 方 特 例 交 付 金 280,000 

11地 方 交 付 税 6,440,000 

1地 方 交 付 税 6,440,000 

12交通安全対策特別交付金 5,000 

1交通安全対策特別交付金 5,000 

13分 担 金 及 び 負 担 金 142,911 

1分 担 金 5,150 

2負 担 金 137,761 
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（単位：千円）

款 項 金 額

14使 用 料 及 び 手 数 料 672,540 

1使 用 料 259,685 

2手 数 料 412,855 

15国 庫 支 出 金 5,793,887 

1国 庫 負 担 金 3,652,715 

2国 庫 補 助 金 2,123,031 

3国 庫 女未 託 金 18,141 

16県 支 出 金 1,892,276 

1県 負 担 金 1,288,798 

2県 補 助 金 520,567 

3県 委 託 金 82,911 

17財 産 収 入 21,602 

1財 産 運 用 収 入 21,102 

2財 産 売 払 収 入 500 

18寄 附 金 227,500 

1寄 附 金 227,500 

19繰 入 金 1, 113, 446 

1基 金 繰 入 金 1,072,485 

2特 別 会 計 繰 入 金 40,961 

20諸 収 入 633,586 

1延滞金加算金及び過料 3,036 

2貸 付 金 冗 利 収 入 121,950 

3雑 入 391,933 

4受 託 事 業 収 入 116, 667 

21市 債 3,682,102 

1市 債 3,682,102 

歳 入 合 計 28,456,000 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1議 会 費 208,127 

1議 会 費 208,127 

2総 務 費 3,233,229 

1総 務 管 理 費 2,294,973 

2徴 税 費 771,983 

3戸籍住民基本台帳費 107,278 

4選 挙 費 17,321 

5統 計 調 査 費 14,708 

6監 査 委 員 費 26,966 

3民 生 費 9,910,871 

1社 会 福 祉 費 2,631,201 

2人 権 施 策 推 進 費 114, 407 

3児 童 福 祉 費 4,187,102 

4生 活 保 護 費 1,769,020 

5高 齢 福 祉 費 1,177,646 

6災 害 救 助 費 3,635 

7国 民 年 金 事 務 費 27,860 

4衛 生 費 6,629,969 

l保 健 衛 生 費 504, 161 

2清 掃 費 6,125,808 

5農 林 業 費 302,661 

1農 業 費 253,362 

2林 業 費 49,299 

6商 工 費 451, 471 

1商 工 費 451,471 

7土 木 費 975,658 

l土 木 管 理 費 86,373 

2道 路 橋 梁 費 492,079 

3河 JI[ 費 45,601 

4都 市 計 画 費 169,186 

5住 宅 費 182,419 

8消 防 費 887,600 

l消 防 費 887,600 
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（単位：千円）

款 項 金 額

9教 コ目と 費 2,241,077 

1教 育 総 務 費 356,602 

2小 邑子 校 費 271,682 

3中 子呂 校 費 89,662 

4幼 稚 園 費 438,440 

5社 会 教 育 費 476,809 

6保 健 体 コ目 費 607,882 

10災 害 復 旧 費 23,811 

1農林業施設災害復旧費 5,550 

2公共士木施設災害復旧費 18,261 

1l公 債 費 1,882,749 

l公 債 費 1,882,749 

12諸 支 出 金 1,698,777 

1繰 出 金 1,258,810 

2公 営 企 業 費 439,967 

13予 備 費 10,000 

l予 備 費 10,000 

歳 出 合 計 28,456,000 
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第2表債務負担行為

事 項 期 間 限度額
千円

一般財団法人桜井市清掃公社 の金融

令 和 6 年 度 100,000 

機 関か らの融資に対する損失補償

令和7年度

人事給与関連システム使用料 •~ 25,245 

令和11年度

令和7年度

電 子 入 札 シ ス 丁 ム 使 用 料 ：―-一▲ 6,767 

令和10年度

令和7年度

文 享誓 伝自 理 シ ス テ ム 借 上 料 ～ 14,798 

令和11年度

総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 等

令 和 7 年 度 9,306 

策 定 支 援 業 務 委 託 料

奈 良 六X 通 広 域 路 線 バ ス 令和6年10月から令和7年
9月までの天理桜井線の市
を跨ぐ運行系統における

天 理 桜 井 線 令 和 7 年 度 市町村負担欠損額の37.2%
に相当する額および市内
のみの運行系統における

運 行 維 持 負 担 金 市負担欠損額の合計額

奈 良 父． 通 広 域 路 線 /¥ ス 令和6年10月から令和7年

桜 井 菟 田 野 線 令 和 7 年 度
9月までの桜井菟田野線の
市町村負担欠損額の

運 行 維 持 負 担 金
61.1％に相当する額

奈 良 X 六 通 広 域 路 線 Iゞ ス 令和6年10月から令和7年

桜 井 飛 鳥 線 令 和 7 年 度
9月までの桜井飛鳥線の市
町村負担欠損額の92.9%

運 1ヽ丁 維 持 負 担 金
に相当する額

令和6年度

大 型 I、ス 購 入 費 ～ 40,000 

令和7年度

令和6年度

市 長 車 ． 議 長 車 購 入 費 r..., 7,800 

令和7年度

ガバメントクラウド接続回線料 令 和 7 年 度 1,312 

ガバ メントクラウドネットワーク

令 和 7 年 度 3,960 

運 用 補 助 委 託 料
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事 項 期 間 限度額

令和7年度

オンラインストレージ使 用 料 ～ 347 

令和9年度

業 務 系 シ ス 丁 ム 使 用 料 令 和 7 年 度 30,890 

窄ヽじa、 ロ 支 援 シ ス 7- ム 使 用 料 令 和 7 年 度 3,937 

LGWAN 接 続 機 器 借 上 料 令 和 7 年 度 255 

令和7年度

固 定資 産税路線価算定業務委託料 :―‘・f 26,364 

令和8年度

戸籍シ ステ ム 標準化・共通化改修委託料 令 和 7 年 度 17,578 

住民 票等 契印連動機保守委託料 令 和 7 年 度 218 

コ ン ビ 父， 付 シ ス 丁 ム

令 和 7 年 度 3,045 

ク ラ ウ ド サ ビ ス 利 用 料

戸籍ベンダークラウドサービス

令 和 7 年 度 3,403 

利 用 料

戸 籍 ベ ン ダ ク フ ウ ド 用 令和7年度

～ 11,851 

機 器 借 上 料 令和11年度

令和7年度

マ ）レ チ コ ピ 機 借 上 料 •~ 4,797 

令和11年度

住基 シス テムオプション利用料 令 和 7 年 度 550 

障害福祉システム保守委託料 令 和 7 年 度 908 
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事 項 期 間 限度額

障 宰Eコ 福 祉 シ ス 7`• ム

令 和 7 年 度 440 

ク フ ウ ド サ ビ ス 使 用 料

要保護児童等情報共有システム

令 和 7 年 度 42 

保 寸『4 委 託 料

要保 護児童等情報共有システム

令 和 7 年 度 55 

使 用 料

令和6年度

指 定 収 集 袋 購 入 費 、~ 30,507 

令和7年度

令和6年度

春 季 河 J I l 清 掃 業 務 采女 託 料 ・→ミー； 13,548 

令和7年度

令和6年度

塵 芥 収 集 車 購 入 費 r —^ 21,736 

令和7年度

令和6年度

ごみ焼却施設運転管理委託料 :-—^ 826,320 

令和9年度

令和7年度

観光アプリ「さくらい巡り」保 守委託料 ~ 6,336 

令和10年度

道 路 台 帳 整 備 委 託 料 令 和 7 年 度 5,016 

都市下水基本台帳整備業務委託料 令 和 7 年 度 43,000 

令和7年度

道路台帳システム更新業務委託料 ~ 4,290 

令和11年度

令和7年度

道路管理通 報シ ステ ム利用料 ”~ 3,960 

令和10年度

令和7年度

公営住宅 管理システム 使 用 料 ～ 7,898 

令和11年度
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事 項 期 間 限度額

令和7年度

ス ク ）レ Iゞ ス 運 1，，丁一 委 託 料 ・一、・: 115,235 

令和9年度

令和7年度

セキ ュリティ対策機器借上料 ~ 18,260 

令和11年度

令和6年度

小学校校務用パソコン機器借上料 ～ 87,300 

令和11年度

小 中 学 校 体 つ自 館 令和7年度

•~ 54,000 

照 明 灯 借 上 料 令和11年度

起 債 伝自 理 シ ス 7― ム 令和7年度

.~ 565 

保 守 委 託 料 令和11年度
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第3表 地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

5.  0 % 政府資金については、その

以 内 融通条件により、銀行その
他の場合には、その債権者

普通貸借又は （ただし、利率見直 との協定による。ただし市

臨 時 財 政 対策債 40,000 し方式により当該 財政の都合により据置期限
証 券 発 イヽ丁

利率の見直しを 及び償還期限を短縮し、も

行った後において しくは繰上償還又は低利に

は、見直し後の利 借換えすることができる。

率とする。）

市有施設等改修事業 193,000 同 上 同 上 同 上

市有施設等整備事業 7,100 同 上 同 上 同 上

防災 施 設 整 備事業 11,000 同 上 同 上 同 上

保 育 施 設 整 備事業 10,000 同 上 同 上 同 上

銀行 等 資 金 借換債 75,102 同 上 同 上 同 上

清掃 運 搬 施設等
14,800 同 上 同 上 同 上

整 備 事 業

ごみ処理施設等
2,966,100 同 上 同 上 同 上

整 備 事 業

農業用施設整備事業 6,500 同 上 同 上 同 上

観光施設整備事業 10,200 同 上 同 上 同 上

道路整備事業 255,100 同 上 同 上 同 上

河川 等 整 備事業 43,000 同 上 同 上 同 上

消防施設整備事業 3,300 同 上 同 上 同 上

教 育 施 設 整 備事業 19,800 同 上 同 上 同 上

文化 財 公 有化事業 7,700 同 上 同 上 同 上

公共土木 施設
10,900 同 上 同 上 同 上

災害復旧事業

農 林 業 施 設
5,000 同 上 同 上 同 上

災害復旧事業

災害援護資金貸付事業 3,500 同 上 無利子 3年据置 8年償還

計 3,682,102 
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令和 6年度

桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算



議案第 2 号

令和6年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算

令和6年度桜井市の住宅新築資金等貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,407千円と定める。

2歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 100,000

千円と定める。

令和 6年 3月 6日提出

桜井市長 杉と井］三屑IJ
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第 ー 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1県 支 出 金 305 

1県 補 助 金 305 

2諸 収 入 2,102 

1貸 付 金 元 利 収 入 2,102 

歳 入 合 計 2,407 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1住宅 新築 資金等貸付事業費 2,407 

1総 務 管 理 費 2,407 

歳 出 合 計 2,407 
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令和 6年度

桜井市国民健康保険特別会計予算



議案第 3 号

令和6年度桜井市国民健康保険特別会計予算

令和6年度桜井市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,250,117千円と定める。

2歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、 1,000,000

千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 第2款保険給付費に計上した各項に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和 6年 3月 6日提出

桜井市長 杉と井正剛
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第 ー 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1国 民 健 康 保 険 税 1,143,328 

1国 民 健 康 保 険 税 1,143,328 

2使 用 料 及 び 手 数 料 595 

1手 数 料 595 

3県 支 出 金 4,762,325 

1県 補 助 金 4,762,324 

2財 政 安 定 化 基 金 1 

4財 産 収 入 1 

1財 産 運 用 収 入 1 

5繰 入 金 319,293 

l - 般 会 計 繰 入 金 299,293 

2基 金 繰 入 金 20,000 

6繰 越 金 1 

1繰 越 金 1 

7諸 収 入 23, 117 

1延 滞 金 及 び 過 料 5,001 

2市 預 金 利 子 1 

3雑 入 18, 115 

8国 庫 支 出 金 49 

1国 庫 補 助 金 49 

9連 合 会 支 出 金 1,408 

1連 合 会 補 助 金 1,408 

歳 入 合 計 6,250, 117 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1総 務 費 98,604 

1総 務 管 理 費 85,762 

2徴 税 費 12,646 

3運 営 協 議 会 費 196 

2保 険 給 付 費 4,672,920 

l療 養 諸 費 4,021,410 

2高 額 療 養 費 622,399 

3移 送 費 300 

4出 産 育 ノ［ロし 諸 費 25, 011 

5葬 祭 諸 費 3,300 

6傷 病 手 当 諸 費 500 

3国民 健康 保険事業費納付金 1,393,191 

l医 療 給 付 費 分 895,921 

2後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 372,173 

3介 護 納 付 金 分 125,097 

4財 政 安 定化基金拠出金 1 

1財政安定化基金拠出金 1 

5保 健 事 業 費 72,756 

1保 健 事 業 費 8,097 

2特 定健 康診 査等 事業 費 64,659 

6甚 金 積 上， 金 1 

1基 金 積 AI L 金 1 

7公 債 費 1 

l公 債 費 1 

8諸 支 出 金 10,643 

1償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金 10,533 

2諸 支 出 金 10 

3延 滞 金 100 

9予 備 費 2,000 

1予 備 費 2,000 

歳 出 合 計 6,250, 117 
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令和 6年度

桜井市駐車場事業特別会計予算



議案第 4 号

令和6年度桜井市駐車場事業特別会計予算

令和6年度桜井市の駐車場事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ41,468千円と定める。

2歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和 6年 3月 6日提出

桜井市長 杉と井正惰削
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第 ー 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1使 用 料 及 び 手 数 料 41,468 

1使 用 料 41,468 

歳 入 合 計 41,468 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1駐 車 場 費 41,468 

l駐 車 場 費 41,468 

歳 出 合 計 41,468 
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令和6年度

桜井市介護保険特別会計予算



議案第 5

令和6年度桜井市介護保険特別会計予算

令和6年度桜井市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,445,909千円と定める。

2歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和 6年 3月 6日提出

桜井市長 杉と井正1削
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第 ー 表 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

l保 険 料 1,209,515 

l介 護 保 険 料 1,209,515 

2使 用 料 及 び 手 数 料 300 

1手 数 料 300 

3国 庫 支 出 金 1,563,340 

1国 庫 負 担 金 1,123,165 

2国 庫 補 助 金 440,175 

4支 払 基 金 交 付 金 1,703,227 

l支 払 基 金 六又 付 金 1,703,227 

5県 支 出 金 899,809 

1県 負 担 金 873,218 

2県 補 助 金 26,591 

6繰 入 金 1,069,318 

1 - 般 ＾ 云

計 繰 入 金 969,318 

2基 金 繰 入 金 100,000 

7諸 収 入 400 

1延滞 金加 算金 及び 過料 100 

2雑 入 300 

歳 入 合 計 6,445,909 
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歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1総 務 費 78,324 

1総 務 管 理 費 11,692 

2徴 収 費 4,580 

3介 護 認 定 審 査 費 62,052 

2保 険 給 付 費 6,142,718 

1給 付 諸 費 6, 142, 718 

3地 域 支 援 事 業 費 196,186 

1地 域 支 援 事 業 費 196,186 

4保 健 福 祉 事 業 費 6,720 

l保 健 福 祉 事 業 費 6,720 

5諸 支 出 金 21,961 

1償還金及び還付加算金 1,000 

2繰 出 金 20,961 

歳 出 合 計 6,445,909 
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令和 6年度

桜井市後期高齢者医療特別会計予算



議案第 6

令和6年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度桜井市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,041,039千円と定める。

2歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

令和 6年 3月 6日提出

桜井市長 杉と井正渭lj
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第 ー 衷 歳 入 歳 出 予 算

歳入 （単位：千円）

款 項 金 額

1後期高齢 者医療保険料 781,482 

1後期高齢者医療保険料 781,482 

2使 用 料 及 び 手 数 料 100 

1手 数 料 100 

3繰 入 金 257,497 

1 - 般 会 計 繰 入 金 257,497 

4諸 収 入 1,960 

1延滞金加算金及び過料 110 

2償還 金及 び還 付加 算金 1,007 

3雑 入 843 

歳 入 合 計 1,041,039 

-28 -



歳出 （単位：千円）

款 項 金 額

1総 務 費 9,785 

1総 務 管 理 費 6,134 

2保 険 料 徴 収 費 3,651 

2奈良県後期高齢者医療広域連合納付金 1,029,339 

1奈良県後期高齢者医療広域連合納付金 1,029,339 

3諸 支 出 金 1,615 

1償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 1,615 

4予 備 費 300 

1予 備 費 300 

歳 出 合 計 1,041,039 
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